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Loss Prevention Circular No. 04-10 
 
 
米国におけるMedicare(高齢者・障害者)医療保険への報告義務の変更 
 
 
Gard News197号掲載記事、「US Law – Medicare reporting and set 
asidesで、米国のMedicare制度の最近の変更に関する概要をお知らせしました。しかし、この記

事を掲載後、この法令に更なる変更があり、米国におけるMedicare報告義務1に関する新しいガ

イドラインが、Medicare及びMedicade(低所得者医療扶助制度)サービスセンター(CMS)によっ

て2010年2月22日に発行されました。このガイドラインは、データの記録及びCMSへの報告を行

なう日付を延期しています2。 
 
本回覧は、この変更による最新情報をご提供します。 
 
Medicare報告義務に関する最新情報 
現在の状況の報告期日は、2011年の第1四半期まで延期となりました。 
CMSは当初、2010年の第1四半期に現状報告のデッドラインを設定していました。  
 
報告責任のある者(RRE’s)は、2010年10月1日以降に発生したMedicare受益者に対する支払

いを、CMSに報告しなければなりません。 
このデータは、上記で述べた2011年の第1四半期の現状報告の中に含まれてなくてはなりませ

ん。CMSは、当初は2010年1月1日に設定していました。 
 
RRE’sは2010年1月1日時点で存在する医療(船員の継続中の治療と労働者への補償の義務に

適用される)に対するすべての継続中の責任をCMSに報告しなければなりません。このデータは

、上記で述べた2011年の第1四半期の現状報告の中に含まれてなくてはなりません。以前、CM
Sは、2009年7月1日現在の報告をすることを求めていました。 
 
推奨 
CMSの報告要件に従わなかった場合、1日あたり1000米ドルの罰金が課される場合があります

。したがって、米国へ就航するすべてのメンバーとクライアントは、新しいMedicareの要求事項

に理解を深めることが賢明でしょう。 
 
 
 

                                                 
1 
高齢者医療健康保険制度と低所得者医療扶助制度サービスセンター（2010年2月22日、ver3.0)、「MMSEA部111の
高齢者医療健康保険制度の二次支払者M」 
2 この回覧でお知らせした延期によって、Gard News197号で記載した日付は、もはや適用しなくなりました。 
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Medicareの対象となるかもしれない個人に関係したどんな診療報酬及び費用や解決金も支払

いを行なう前に米国の法律事務所か第三者管理者から法的意見を取ることをお勧めします。 
 
メンバーは、米国連邦税識別番号も米国のアドレスも持っていない外国実体によるCMSへの登

録に関し、CMSからあらゆる助言を得ることが望ましいでしょう。  
 
 

mailto:terje.paulsen@gard.no
mailto:marius.schonberg@gard.no

